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〇事務局（作井） それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和６年度第３回ふじさ

わジェンダー平等プラン推進協議会を開催させていただきます。会議の開催につきまし

ては、ふじさわジェンダー平等プラン推進協議会要綱第６条の規定に定める半数以上の

委員の方の出席がされておりますので、この会議が成立しておりますことをご報告いた

します。次に会議の公開・非公開についてお諮りいたします。本市におきましては、市政

において重要な役割を果たしております各種審議会等の附属機関やこれに準ずる機関

の会議は市政運営や政策形成における公平性および透明性を高められるよう、藤沢市

情報公開条例第３０条の規定により、原則公開としております。この協議会におきまして

も、公開を原則として運営してまいりたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

〇事務局（作井） ありがとうございます。ご異議がありませんので、この協議会は公開とい

たします。続いて本日の傍聴人の確認なのですが、本日はお一人傍聴の方がいらっしゃ

いますので、ご案内させていただきます。 

（傍聴人入室） 

〇事務局（作井） 本日の会議は記録を作成する関係上、発言内容を録音させていただい

ております。発言される際には職員がマイクをお届けいたしますので、マイクを使ってご

発言くださいますようご協力をお願いいたします。また本日傍聴される方におきましては、

会議の円滑な運営にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。それでは次に

資料の確認をさせていただきます。事前に、本日の会議次第、資料１（仮称）ふじさわ女

性支援計画（素案）、資料４包括的性教育に関する意見照会の回答集約票、ＬＧＢＴＱ施

策の事例紹介パンフレットを送付させていただいておりまして、机上に本日配布をさせ

ていただいた資料が資料２－１の令和７年度人権施策推進方針（案）、資料２－２ＤＥＩの

推進に向けて、資料３審議会等の女性登用比率アップに向けての対応方針（案）、ふじさ

わ人権文化をはぐくむまちづくり指針のパンフレットとなります。それではここからの議

事の進行は木村会長にお願いいたします。 

〇木村会長 皆様あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。早速ですけれども、議題入ってまいります。 

 

【（１） 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく市基本計画の策定に

ついて】 

〇木村会長 議題１、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく市基本計

画の策定についてということで、事務局からご説明をお願いいたします。 

〇事務局（猪野） では、資料 1 をご覧ください。（仮称）ふじさわ女性支援計画（素案）につ
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きましては、専門部会を設けてご意見をいただきながら検討を進めているところでござ

います。今回は第２回専門部会のご意見を踏まえて修正したものをお示ししております。

本日のご意見をもって２月市議会定例会に諮り、今年度中の計画策定をめざしてまいり

たいと考えております。大きく変更を加えた点を中心にご説明をいたします。第１章につ

きましては、計画策定の経緯などについて、法の趣旨を加えるとともに本市の女性支援

の特徴と課題の面から支援に繋がりやすい体制づくりや、人材育成の必要性について

明記しております。第２章につきましては、計画の方向性として、「誰一人取り残さないイ

ンクルーシブな支援を通じて、すべての女性のウェルビーイングを実現する」としまして、

支援者を支える施策の推進などについて明記をしております。第３章につきましては、重

点目標の順番を入れ替えるなどしまして、内容を変えております。重点目標１を「生活上

の困難に対する支援」、重点目標２を「女性に対する暴力の根絶と被害者支援の充実」、

重点目標３を「生涯にわたる健康づくりと性の理解促進」といたしました。重点目標１につ

きましては従来の記述が特定の世代への偏りがあるのではないかとのご指摘がござい

ましたので、「生活困窮への対応」、「生活安定に向けた取組の推進」、「ひとり親家庭な

どへの支援」、「ライフステージを踏まえた社会啓発の推進」を施策の方向性とし、幅広い

分野で記述をしております。重点目標２につきましては、「ＤＶ被害者への相談支援と啓

発」を最初に置きつつ、「性的被害防止に向けた周知啓発」、「ハラスメント防止と相談体

制の充実」について記述をしております。重点目標３につきましては、「生涯にわたる女

性の健康支援」、「女性特有の心身の変化や不調への対応」、「こころの健康とレジリエン

スを高めるための取組」、「性の理解と尊重の促進」を施策の方向性とし、ライフコースア

プローチやプレコンセプションケア、フェムテック、レジリエンスなど、新たに注目されてい

る表記を取り入れております。また、ユースクリニックをはじめとする民間団体との連携・

協働を図っていくことについても明記をしております。第４章につきましては「関係機関と

連携・協働した支援体制の充実」として、庁内における組織横断的な連携とともに、関係

機関との協働についても記述をしております。また具体的な取組といたしまして、法に基

づく支援調整会議として、（仮称）藤沢市女性支援会議の設置を明記し、事例の検討・蓄

積や課題共有の場として整備していくこととしております。最後のページにつきましては

支援体制のイメージとなっております。本日のご意見などを踏まえ、計画の策定を行って

まいりますので、よろしくお願いいたします。説明は以上となります。 

〇木村会長 ご説明ありがとうございました。事前にお送りをしていた資料でもありました

けれども、今年度の大きなテーマでもございました、ふじさわ女性支援計画（素案）につ

きまして、本日少しお時間長めに取りますので、ご意見いただければと思います。自由に

おっしゃっていただいて結構ですが、分量もありますので、順番にまいります。最初にご
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説明いただきました第１章の計画策定の背景と基本的な考え方ということで、経緯や市

民意識調査の結果が盛り込まれているところです。気になったことや、気づいたことがあ

れば、お願いします。 

（村上委員挙手） 

〇木村会長 村上委員、お願いいたします。 

〇村上委員 第１章「２ 藤沢市の女性支援の現状と課題」のところです。「本市では」という

ところから始まって、「DＶをはじめとする相談を受け、必要な支援を図るとともに、新た

に自立した生活が送れるよう、関係部署の職員が連携して、住まいの確保や状況に応じ

た就労など切れ目のない支援を行っています」というところですが、現状の評価としてい

るとは思うのですけれども、繋がりにくい方々に切れ目なく迅速にスムーズに支援に繋

げていこうとしているところで、「行っています」と言い切れるのかなと思います。次のと

ころも「スムーズな支援に繋がっています」で終わっていますが、例えば「スムーズな支

援に取り組んでいます」とか、そのような表記に変える必要があると感じました。 

〇事務局（猪野） この点につきましては、現状としての認識として今の記載になっておりま

すけれども、そういった課題があるからこそ、こういった計画を作っていくというところも

ありますので、課題認識というところでは、村上委員がおっしゃられたとおりだと思いま

すので、表記の修正につきましても加え検討していきたいと思います。 

〇木村会長 スムーズなというと若干、主観的という部分もあるので、いらないかもしれな

いとも思いますし、事実を淡々と書くべきところでもあると思います。他に何かお気づき

の点等ありますでしょうか。 

（鈴木委員挙手） 

〇木村会長 鈴木委員、お願いします。 

〇鈴木委員 図表１から３で、「主にひとりで何とかしようとした」と「家族や周囲の人に相談

した」が一番多いというのは、たぶん他人を巻き込みたくないというか、大ごとになるの

を恐れての行動だと思います。これに対応して藤沢市ではカードを配っているようなこと

が書いてあったのですけども、私はこのカードを配っているのを婦人科と市役所ぐらい

でしか見たことなくて、他にどこかで配っているのですか。 

〇事務局（猪野） 近隣ですと小田急百貨店やイトーヨーカドーで配布をしております。あと

は公共施設として市役所だけでなく市民センター・公民館などでの配布も行っていると

ころです。ただ現在の生活スタイルの中で、もう少し拡大していかなければいけないと考

えておりまして、新たに設置場所が増やせないか調整を進めているところです。本計画

の中にも、設置場所の拡大についてこの点を踏まえた表現を加えております。 

〇木村会長 計画のどの辺りに、そういった取組を示唆しているのですか。 
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〇事務局（猪野） 計画の１２ページに「ＤＶへの気付きに繋がる啓発と相談支援窓口の周

知」という取組を記載しております。そこの２つ目に「ＤＶ相談窓口案内カードの配布場

所の拡大」と明記しております。 

〇木村会長 確認できました。他はいかがですか。 

（井上副会長挙手） 

〇木村会長 井上副会長、どうぞ。 

〇井上副会長 １章の「３ 計画の特徴と背景」はとても大事な記述なので、たくさん書いて

くださって良かったと思います。これ以上書くのは難しいかと思うのですが、最後の連携

のところで重層支援のことが書いてありますので、ここでジェンダー平等プランとの関係

を整理しておく必要があると思います。最初読んだときにここにもう少し書いた方がいい

と思ったのですけれど、後ろまで読んだら後ろの方がいいと思いました。なぜ本計画を

男女共同参画計画の方に入れずに外出ししたか、というのはきちんと理由があるし、施

策を推進するために必要だという認識に基づいているわけですよね。そのことをもう少

し書いた上で、後ろの方でジェンダー平等プランとどういうふうに関係するのだろうとい

うことが気になって、特に今回の困難女性は女性支援というふうになったので、ある意味、

男女という二元論から脱する方向で動いてきた実際の施策をどういうふうに考えていく

かというのが、施策全体のつくりとしては、問われているところなのですよね。そこのとこ

ろを言葉悪いですけど、ぼやかすために中に入れてしまうというやり方をとるというのは、

実際も結構多いのですね。藤沢市の方はタイトルにもジェンダー平等と入りましたし、そ

の方向に舵を切りながら今回外出しするというのは、やはり説明がいると思います。特

に各部署との関係がどうなっているのかということについて最後で説明をきちんとして

おくというふうにすると、最初の１章のところは基本的な考え方だから、それをばらして次

に行くという全体の文章としての作りなっていますから、そうするといいのかなというふ

うに思いました。それともう１つは感想なのですけど、先ほど鈴木委員が言ってくださっ

たように例えばＤＶ支援なども課題があるから取組をするという流れで書いた方がいい

と思います。そのように意識されると文章と図表から読み取れることという形で２ページ

の「一方で」というふうに書いてくださって、ここが藤沢のこれからの施策としてはポイン

トだと思うから、この図表を入れているし、文章がずっと続いていくメリハリというか、こ

こから見えてくるこのことを施策に繋げていくという書き方をされるといいと思います。こ

れは行政計画ですけれど、市役所の職員の方だけではなくて、市民の方にも読んでもら

うことを想定していると思いますので、そこを意識するといいと思います。あと、鈴木委

員が言ってくださったことと全く同じなのですけれど、現状で課題があるからこうだと。そ

の課題の作り方としてここで例えば２ページ目でしたら図表に表れているというふうにや
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ってくとエビデンスが出てきて、それで次の２章以下のところで、こういう施策をやってい

きますと具体的に書いてほしいと思います。そういうふうに文書全体が流れていくと思う

ので、表現のレベルのことですが結構重要なことだと思います。よろしくお願いします。 

〇木村会長 他に何かございますか。 

〇井上副会長 委員の皆さんにですが、最終的な案にするときに用語説明をどこかで付け

ますよね。これは用語説明をしておいた方がいいだろうというものの頭出し、全部でなく

ても、わかりにくい言葉とか、普通に日常用語で使っている言葉と違う形で使っている

言葉も含めて用語をピックアップしていただくと、事務局が助かるのではないかと思い

ます。全部を採用してほしいという意味ではもちろんないので、全体のバランスの中で

入れていただければと思います。 

〇木村会長 そういったことも意識しながらコメントしていただけたらと思います。 

（山田委員挙手） 

〇木村会長 山田委員、どうぞ。 

〇山田委員 ３ページ目の下から３行目、「こうした女性特有のさまざまな問題」という記述

があるのですけども、これがどこから導き出されているのか根拠が曖昧かなと思うので

す。というのは、その前段で問題になっているのが、「生活困窮」・「就労問題」・「住まい、

居場所の問題」・「介護」と書いてありますけども、これは男性にもある話なので、そうい

う意味では男性にもアンケートをとって、その比較の上で、これが女性特有の問題です

と言ってくれるなら、よくわかりますけれども、女性だけのアンケートで女性特有の問題

と言い切れるのかなと思いました。 

〇事務局（猪野） 現時点で女性を対象とした市民意識調査を実施したということもありま

して、こういう形での記述とはなっておりますけれども、今後ジェンダー平等プランの関

係で市民意識調査をやっていきますので、そうした中で男性のご意見も踏まえながら、

整合を図っていきたいと考えております。 

〇井上副会長 私からも一言いいでしょうか。女性に特有と言ったときに、女性であること

からくるということで特有なのですけれど、ジェンダー構造から生じてくる困難であると

いう作りだと思うのです。それがここで書かれていないので、わかりにくいと思うのです。

ジェンダー構造であると言うと、例えば、体の強い女性もいれば、健康に問題のある女

性もいるし、お金持ちの人もいる。生活はいろいろですよね。でも女性であるということ

によって構造的に受けているいろいろな差別や不利益を前提として起きている問題とい

うことなのです。個人の責任とは言えない形で不利益を被って困難な状況に落ち込んで

いる状況にアプローチしましょうというのが今回の法律の趣旨なのです。ジェンダー構造

から生じるという意味では、その部分を特に取り出してという趣旨ですよね。わかりにく
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いところではあるのです。だからこそ、トランスジェンダーの方についてもこの対象だと

いうことを明記するというやり方を捉えたので全体の趣旨の筋は通っていると思うので、

あとは表現の問題で書き方と、情報としてきちんとした説明の問題だと思います。男性に

も同じような問題ももちろんあってもおかしくないし、そういう調査をこれからされていく

ということでいいのだと思います。 

〇木村会長 私の意見として発言して、また皆様にお願いできたらと思うのですけど、今の

意見のような感情を持たれる市民の方は少なくないのではないかなと思います。ですの

で、例えば３パラグラフの直前のところに、「ジェンダー構造から生じる」とか「ジェンダー

格差に起因する」とか、起因するというのは難しいかもしれないので、もう少し平たく言

った方がいいかもしれないですが、家事・育児・介護・就労にまつわる課題とか、やはり

女性特有のというところですね。個人のせいではないというお話がありましたけれども、

そういったところを市民の皆さんにも広く理解をしていただく意味でも、この辺り表現を

改善できるかなと思いました。それでは、第２章と第３章の重点目標１、１０ページまでの

内容で気になったところ、ご意見ございますか。重点目標１は、生活上の困難に対する支

援ということになります。 

（川口委員挙手） 

〇木村会長 川口委員、お願いいたします。 

〇川口委員 最初に「女性をめぐるさまざまな生活上の問題は、男女間の社会的・経済的

格差が背景にあります」とありまして、「女性は、男性に比べ非正規雇用の割合が高く、

雇用が不安定で、賃金が抑制される傾向にあることから、女性の自立が阻まれ、さまざ

まな問題の原因となり、また、その解決が図りにくい現状があります」と、ここまで的確に

分析して、書かれていると思います。支援のことなので、困難に陥ってからのことを主に

書いてあると思うのですけれども、ここまでわかっていて、未然にこれを防ぐ、経済的・

社会的格差を生まないというアプローチについて市はどのように考えているのかと感じ

ています。 

〇木村会長 施策が大きな位置付けみたいな形になるかもしれなのですけれども、事務局

から何かコメントをいただけますか。 

〇事務局（猪野） ご指摘の点につきましては、やはり困窮が生じた場合の書きぶりが多い

というところは確かに少し考えていく必要があるかと思いますので、関係各課にも確認

をいたしまして、調整したいと思います。施策の方向性４「ライフステージを踏まえた社会

啓発の推進」では、固定的性別役割分担意識の解消ということで、育児・介護休業制度

の普及啓発といったものを具体的に入れて、社会的な対応というのを入れさせていただ

いております。あまりここが大々的に出てくると、ジェンダー平等プランとの棲み分けが
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難しくなってしまうのですが、この点が重要ということは認識しておりますので、社会啓

発という大きな枠組みにはなってしまっているのですけれども、施策の方向性としてここ

に記載させていただいたという形になっております。 

〇木村会長 他にいかがでしょうか。 

（古田委員挙手） 

〇木村会長 古田委員、お願いします。 

〇古田委員 私は先ほど井上副会長がおっしゃっていたの文言のところで、ジェンダー系

は横文字がすごく多くて、正直１００％は理解できていません。特にこちらの第２章のとこ

ろにある「インクルーシブ」は何となくふわっとしたイメージは自分の中ではあるのですけ

ども、これが具体的に誰にでもわかるように説明しなさいと言われると、正直説明ができ

ないのですよ。特に基本理念で「誰一人取り残さないインクルーシブな支援を通じて、す

べての女性のウェルビーイングを実現する」と、これを読んだだけでは「なんぞや」と思い

ます。ウェルビーイングに関しては下の方に文言の説明があるのですけれど、私はインク

ルーシブが正直言ってわからないのが現状です。 

〇木村会長 横文字問題ですね。これはどこかで使っている文言から引用してきたという

のがあれば聞かせていただいていいですか。 

〇事務局（作井） このインクルーシブというのは、藤沢市の総合指針２０２４の３つのまちづ

くりコンセプトの１つで、市の施策の方向性としては重要な位置づけとなっていて、誰一

人取り残さない地域共生社会の実現という中で、インクルーシブ藤沢というのがうたわ

れております。ずっと使ってはいるのですが、ただ今お話があったように、市民の方に浸

透しているかというと、まだご理解いただいてないところもあると思いますので、先ほど

お話があったような用語説明などで、きちんと説明をしていきたいと思います。 

〇木村会長 ウェルビーイングのように用語としての説明でもいいと思いますし、そういっ

た施策で位置付けていますということも含めた用語説明にしていただけると、インクルー

シブの場合はいいかもしれません。 

（山田委員挙手） 

〇木村会長 山田委員、お願いします。 

〇山田委員 基本理念のところで、「誰一人取り残さない」と書いてあり、意気込みとか気

持ちは理解できるのですけども、これはいざ実行する段階になったときに、「私はどうし

てくれるの」という人がたくさん出てきたら、市として対応する覚悟はあるのかというのが

気になっています。 

〇木村会長 そういうことも含めた宣言といいますか、取組みといいますか、というふうに

市民としては理解したいですけれども、いかがでしょうか。 
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〇事務局（猪野） ここのところは理念なので、理想像として掲げさせていただいていており

ます。先ほどお話していたインクルーシブ藤沢は、「誰一人取り残さないまち藤沢」という

ことで施策を進めているというところもありまして、そういった考え方のもとに表記をさ

せていただいております。これは市として女性支援をやっていくときの方向性だと思って

いますので、そういった考えを浸透させていきながら、職員一人ひとりが、一人ひとりの

市民に目を向けて取組をしていくということで、理念としては適当ではないかと思ってお

ります。ジェンダー平等プランの方にインクルーシブ藤沢という表記が３ページに入って

おりますので、詳細につきまして、そちらもご覧いただければと思います。 

〇木村会長 よろしくお願いいたします。重点目標２の方に移ります。重点目標２は女性に

対する暴力の根絶、被害者支援、ＤＶの部分が主になります。いかがでしょうか。 

（戸島委員挙手） 

〇木村会長 戸島委員、お願いします。 

〇戸島委員 １２ページの取組のところで、これは最後の２１ページの望まれる相談環境や

支援の方にも繋がるのですけれども、今の方々はインターネットやＳＮＳが情報源だけと

言っても過言ではないと思うのですね。ここでは先ほどのカードの件やリーフレットとか

も書いてありますけれども、やはりインターネットだと思うのですね。ジェンダーに関して

だけではなくて、インターネットを利用した行政からの発信はまだまだ遅れているなとい

うのが正直な感想です。提案としまして、例えば学生さんがアルバイトを検索していると

きに今ＳＮＳの広告とかで自動的にマッチングするような形でユーザーが求めている宣

伝が出る機能があると思うのです。検索履歴から自動的に広告がマッチングするような

感じで、例えば飲み物とかビールとか何かそういうものを１回検索すると、こんなに飲む

つもりないのに、ビールやお酒の宣伝がたくさん出てきたとかあると思うのですけれど、

それは使えると思うのです。やはり悩んでいる方はインターネットで検索していると思う

のです。同じような境遇の人を見つけて、みんなどうしてるかなと。こちらでも書いてあり

ましたけれども、周囲に相談する以上に、自分だけで止めてしまうという方々が非常に

多いので、そこで求めている情報にうまくマッチングする。例えば広告の中で、藤沢市の

サイトの方にリンクされてもいいと思うのですよね。そこのサイトさえ見てしまえば、あと

はサービスを利用するとか、リーフレットをインターネットのＰＤＦから見られるとかいうと

ころに流れていくと思うので、まずは取っ掛かりは大体ＳＮＳとかインターネットだと思う

ので、そこら辺の対策に予算を取っていただいて、力を入れていただくというのが近々

の課題かなと私は個人としては思うので、こちらの文章に入れるか入れないかとかでは

ないのですけれども、そういうふうに感じましたので発言させていただきました。 

〇木村会長 相談に繋がる動線作りみたいところかなと思いますので、その辺りぜひ各部



9 

 

署との連携、フィードバックしていただけたらと思います。 

〇事務局（猪野） おそらくＳＮＳの検索履歴から表示するといったものは、もう民間企業で

は常識化してきていて、政府広報でも一部そういったリンクによって出てくるような情報

があるようなのですけれども、行政ではこの分野についてはなかなか遅れているところ

もあるかと思いますので、関係部署と話をしまして、こういったものを広められないかと

伝えていきたいと思います。 

〇木村会長 他にいかがでしょうか。 

（高橋委員挙手） 

〇木村会長 高橋委員、お願いします。 

〇高橋委員 私もその話をしようと思っていたのですけれども、若い人についてはＳＮＳが

本当に入口になると思います。ただ、行政の情報は正しいと思うのですけれども、ネット

には本当にいろいろな情報があって、間違った情報もあるので、行政にまず繋がってほ

しいということがあると思います。このアンケートでいくと、６０代ぐらいまで向けの施策

についてはＳＮＳの発信に力を入れたらいいのかなと思います。年配の人を差別しては

いけないのですが、もっと上の方だとあまりネットは見ないという方もいらっしゃると思

います。そういった方向けの施策も当然、市としてはあると思いますので、年代や施策に

よってはネットに力を入れるものがあったり、一方は市の広報やカード等、ものによって

使い分けるといいと思いました。 

〇木村会長 年齢層に寄ったアプローチについてのご意見でございました。ありがとうござ

います。他にございますか。 

（井上副会長挙手） 

〇木村会長 井上副会長、お願いします。 

〇井上副会長 細かいことで申し訳ないのですけど、１２、１３ページあたりに取組が書かれ

ていて、相談支援員を含め新しい人材育成の施策に力を入れるということが書いてあり

ます。もう少し書いてほしいかなと思いましたけど、具体的な年次計画等で詰めていくと

ころなのだろう思います。この前の会議で言うのを忘れたのだと思うのですけど、専門支

援員の養成も重要なのですけれど、市役所の一般職員に対する意識啓発というのが抜

けていると思います。ＤＶ相談の担当者だけではなく、部会長も含めて職員全体に対す

る意識啓発、理念の浸透をやっていく。さまざまな職階でやられていると思いますので、

そこで必ず困難女性、ＤＶ、ジェンダー平等の話が必ず入ってくるとなるように、ここは頭

出しをしておくといいと思います。 

〇事務局（猪野） 重点目標２はＤＶの話に特化しているページだったので、２３ページに市

の相談支援体制の（２）に全職員を対象とした女性からの相談対応に関する研修の実施
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というのを入れております。以前専門部会の中でもあまりＤＶの話に特化して説明しす

ぎてしまうと、秘匿性のある情報や特殊なケースを職員側が認識しすぎてしまうのでは

ないかというようなご指摘もいただいていましたので、そういったことを踏まえまして女

性から相談があったときに、気づきになったり、適切な部署に繋ぐような研修の実施を入

れさせていただいております。 

（本間委員挙手） 

〇木村会長 本間委員、お願いします。 

〇本間委員 １３ページの冒頭の「女性相談支援をはじめ女性からの相談支援業務を行う」

というところで、心理的負担の軽減に向けた取組の推進とあるのですけれど、心理的負

担と書いてしまうと心理的負担しか軽減しないのですか？というふうにも読めてしまう

ので、書き方によってはもっと趣旨が伝わるのかなという気がいたします。もう一つ、同

様のロジックで施策の方向性に性的被害防止に向けた周知啓発で、「国や県、警察など

と連携した周知啓発の実施」とあるのに、内閣府が主導して実施することを実施すると

か、内閣府や警察、県が開設する相談窓口を周知するとかで、市は何もしないような印

象を与えかねないのではないでしょうか。 

〇事務局（猪野） ここの部分は悩んだところではありまして、この分野は実際に国や県、警

察が主体となって動くため、相談窓口をいかに浸透させていくかというところが市の役

割ではないかというふうに考えております。内閣府が主唱して実施するというのが、内

閣府が中心になって各省庁が関連して行っている運動となっておりまして、この運動期

間中に私どもも相談窓口の広報掲載や周知啓発活動を重点的に行っているのですが、

こういったものをしっかり行って、相談窓口に繋げるということも１つの主体的な事業とし

てやっていきたいと考えております。 

〇井上副会長 専門部会でもお題になったところなのですけれど、女性相談支援員の待遇

の改善というのが大きな課題で、それが相談の質の向上に繋がるのだという話をして、

でもなかなか難しいよねというところで終わった記憶があります。なので、検討された上

でこうなったのだとは思いますけれども、本当は相談支援員という専門性を上げた形で

の相談制度を作っていくからには、やはり相談員たち、支援員たちの身分・待遇の問題

は不可欠だと思いますので、もう一度チャレンジということで、それが入らないかなと思

います。おそらく心理的負担の軽減というのは、待遇ではないのですけれども、その一

環だと思うのですね。バーンアウトを防ぐとか、研修も含めてスキルアップしていく機会

を市が用意したり、県のものを紹介するということも含めて、そういうことの一環として

待遇・身分について検討するでもいいから入ると嬉しいなと思います。 

〇木村会長 この辺りはいろいろな委員会で、ご説明やコミュニケーションをされていると
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思いますので、コミュニケーションからの反応も含めて、現状、見込みを含めてお話いた

だいてもいいですか。 

〇事務局（猪野） 国制度の補助規定のところが非正規の方を対象とした形になっていると

いうところもありまして、市単独でやっていきましょうというのは、なかなか判断しづらい

ところもあります。なので、議論を重ねていかないといけないところではあるので、それ

は関係課も認識はしているところではありますが、今のこの計画の段階で入れられるか

どうかというところは、難しい部分はあるのですけれども、課題認識は持っておりますの

で、ご理解いただければと思っております。 

〇木村会長 他、いかがでしょうか。 

（鈴木委員挙手） 

〇木村会長 鈴木委員、お願いします。 

〇鈴木委員 私は最近、消費生活相談員という資格を取りまして、お年寄りの消費者問題

なども勉強したのですけれども、今、７０代以上の方もスマホを持っているので、通信販

売のトラブルも増えておりまして、図表１４の望まれる相談環境や支援上位３位、たぶん

皆さんはインターネットが入口になると思うのですけれども、その場合、お年寄りの方は

結構、目が弱ってきている。８０歳だと白内障はほぼ１００%の方がなるというデータもあ

るのですけれども、ユニバーサルデザイン的なところも配慮していただけるとお年寄りの

方もネットから相談に繋がるのかなと思いました。 

〇木村会長 それでは、重点目標３に行きます。１５ページ以降、健康づくり、ライフステージ

のヘルスケアの部分で、何かお気づきの点やご意見はございますか。 

（戸島委員挙手） 

〇木村会長 戸島委員、お願いします。 

〇戸島委員 取組なのですが、女性特有の健康課題に着目というところで、「思春期から

老年期まで女性ホルモンの状態によって」と書いていますけれど、男性もさまざまだと思

うのですが、私自身も結婚して子どもが産まれるまで、女性の体についてというのは全

然理解が及んでいなくて反省して、自分なりに勉強したり、父親学級に参加したりして少

しでも理解しようと努力はしたのですけれども、やはり男性ですので本当の意味での理

解というのは、なかなか難しいですし、一部は不可能かもしれませんけれども、やはり男

性の理解があっての取組かなと思うのです。実際は男性が理解してないことによって、

例えば仕事で体調が悪くても、働けるだろうというハラスメントのきっかけにもなってくる

ことを考えると、この辺で男性に向けてのアプローチが書いてあるといいのかなと思うの

です。マタニティクラスがもしかしたらそこに含まれるのかもしれないのですけれども、わ

かりやすく父親学級というのもあるといいのかなと思いました。 
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〇木村会長 藤沢市の場合は両親学級になるのですかね。今おっしゃった部分は１６ペー

ジに「男性の理解が不十分であることで、女性がその状況を我慢し」という課題認識は

していただいているけれど、おっしゃるように、それを具体的に促進していくためにどう

いうことをするのかというのが、もう少しあるといいかなというご意見かなと受け止めま

した。その辺りは事務局いかがでしょうか。 

〇事務局（猪野） この辺りが少し散らばって記載をさせてはいただいているのですけれど

も、施策の方向性４「性の理解と尊重の促進」というところで、女性特有の心身の変化に

関し、身近な人の理解や周囲の人の理解があるどうかというのを女性に質問させていた

だいた結果を記載しておりまして、やはり理解が十分ではないというご意見が非常に多

いというところもありますので、施策の方向性４の部分では男性に向けても啓発をして

いくという趣旨を加えさせていただいております。全体の趣旨としてはその意味で記載

をさせていただきました。 

〇井上副会長 それが取組のところで頭出しがあったほうがいいのではないかということ

ですよね。 

〇戸島委員 そうです。取組のところにあったほうがいいと思います。 

〇事務局（猪野） そこのところは、施策の方向性４なのか１なのか含めて、検討しまして具

体的な事業を入れられるか。関係課と調整して進めたいと思います。 

〇井上副会長 例えば企業の研修に市が出前講座をするとかあるといいと思いますよ。具

体的にどこまで書けるかは別として、企業に対する働きかけは取組のところで出てくると

いいと思います。受け皿になる事業の見込みがないと書きづらいのはわかってはいるの

ですが、ジェンダープランとすり合わせして入れたほうがいいと思います。 

〇木村会長 施策の方向性２に入れるか、４に入れるか。４のところが理解促進なので、こ

ちらに入れた方が男性として、より早く、より深く知れる機会を提供しているのであれば、

言ってもいいと思います。２のところにフェムテックの話が書いてあるのですけれども、

周りも含めた周囲の理解促進が必要のような気がします。他にいかがでしょうか。 

（川口委員挙手） 

〇木村会長 川口委員、お願いします。 

〇川口委員 取組「女性特有の健康課題に着目した健康づくりの推進」の２番目に「ＨＰＶ

ワクチン接種など年齢に応じたがん予防の普及啓発」とありますけれども、私の認識だと、

乳がん、大腸がんが圧倒的に女性のがんとしては多いというふうに何かの資料で見た

のですね。ＨＰＶワクチン接種しか書かれていないと子宮頸がんが一番気をつけた方が

いいがんというふうに取られてしまうのではないかと思いました。子宮頸がんが増えて

いるとは聞いていますけれど、発症している人数はやはり大腸がんが多い。日々のスト
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レスに腸は弱いとか言うじゃないですか。子宮頸がんの啓発はいらないとまでは言わな

いですけれども、実際に多いがん予防の啓発をして、みんなに気をつけてもらった方が

いいのではないかと思いました。 

〇木村会長 事務局いかがでしょうか。 

〇事務局（猪野） その点につきましては、実態に合わせていくというのは大切かと思いま

すので、担当課に確認し、記載ぶりの変更等も含めて検討したいと思います。 

〇木村会長 よろしくお願いいたします。続いて第４章、連携支援体制の部分ですね。ここ

も対象の皆様にとって非常に関心の高い部分だと思いますので、ご意見をお願いいたし

ます。 

（相原委員挙手） 

〇木村会長 相原委員、お願いいたします。 

〇相原委員 連携ということなのですけれども、１８ページの施策の方向性４のところで教

育関係のことも書いてあったと思うのですが、職場および学校などとということなのです

けども、今の小学生、中学生、高校生に対して性についてどのような教育をしているのか

というのが、私はまだ全然見えてないのですね。少し前ですと、きちんとした教育がされ

ていても、理解しない男性が多いというか。例えば、私的なことなのですが、娘が２人お

りまして、結婚してパートで働いて、ものすごく疲れた体で、２人の男の子を育て、ご主人

が帰ってきて、洗い物をしない、何もしない、「今日、私は生理なのに。こんなに辛い思い

をしているのに。どうしてわかってくれないんだ。」という発言をしても、「だったら仕事を

休めば。」みたいなそういう単純な答えが返ってきてしまう。もうこれは完全にＤＶだなと

思ってしまうのですけれど、それが男性の中で当たり前になっている人たちがすごく大

勢いるのではないのかと思います。まずはそこから改善していかないと、女性だって結

婚する相手を選んでしまいますよね。それで少子化に繋がるのではないかと感じました。

関係ないのかと思いながら、でも、一番根本的なところだと思ったので。 

〇木村会長 教育というところですよね。計画全体として、なかなかそこに紙幅を割けてい

ない部分というのは、確かにあるなと私も感じているところではあります。他いかがでご

ざいましょうか。 

（高橋委員挙手） 

〇木村会長 高橋委員、どうぞ。 

〇高橋委員 今の周知といったお話なのですけれども、１つは先ほどもお話しましたけれど

も、ネットでの周知というのがあると思います。どんなに素晴らしい計画ができても、皆さ

んに知ってもらわないと、やはり意味がないと思いますので、１つはそういった皆さんへ

の周知。もう１つが先ほど両親学級というお話がありましたけども、それは心ある人は行
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くと思うのですけれども、実際に問題なのは、「生理だって言われても働けるだろう」みた

いな、あまり意識がない人たちへの意識づけだと思います。先ほどもお話が出たと思い

ますが、藤沢にもたくさん企業があると思いますので、市として何らかの形で働きかけて

いく周知、広報が必要という気がいたしました。 

〇木村会長 大人も含めた周知啓発というのは大事だと思います。他にどうですか。 

（本間委員挙手） 

〇木村会長 本間委員、どうぞ。 

〇本間委員 周知との話からは、またずれてしまうのですけれども、23 ページです。民間

団体としては、関係機関との連携・協働の充実、支援者を支える取組ということが上がっ

ているわけですけれども、その内容としては主体を繋ぐ、情報やツールの提供、課題の

共有、心理的負担の軽減のためのアドバイザー派遣となっていて、それだけですか？と

いう印象を抱きます。市の方ではさまざまな主体という言葉がよく出てきますが、どんな

主体がいて、実際何をしているのかというのがおそらくまだ漠然としている段階だと思う

のですね。だから、こういうふうにしか書けないのだと思うのですけれども、もう一歩踏

み込んで、まだ市と出会えていない支援者とも関係を作っていくとかですね。予算がつ

かなくてもできることあるかもしれませんので踏み込んでいただきたい。同じ趣旨として

最後の支援体制イメージ図も民間団体等としては、「うわー。こういう位置づけなんだ」と

がっかりしてしまうかもしれません。あとは民間団体ですとか、藤沢市さんですとか、県、

交換会、支援会議がやっていることが、支援者を支える取組とどういう関係にあるのか

というのも、この図だとわからないので、もう一度、練り直していただけるとすっきりする

と思いました。 

〇木村会長 イメージ図がどのような感じだとすっきりしそうだというイメージありますか。 

〇本間委員 少なくとも、会議、団体、市、県、交換会はすべて主体ですよね。取組だけが

カテゴリーが違うので。 

（古田委員挙手） 

〇木村会長 古田委員、何かご意見ございますか。 

〇古田委員 難しいとは思うのですけれど、具体的にどこに連絡を取るのが良いのかとい

うのが、もう少し具体的にわかるといいのではないかと思います。選択する方がどこにか

ければいいのかがわからなくて、例えば支援会議の下にたくさん窓口があって、これの

うちのどこかに連絡をすれば、そこでは管轄が違っても、こっちに回せますよとか、そう

いう体制があるといいのかなと思いました。 

〇木村会長 内実などをあまりよく知らない一般の市民の方がこれを見て、どう受け止め

たらいいのだろうというのは、あると思います。意味があることなのかということも含め
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てなのですけれども、これが最後にボンとあるのも、どうなのでしょうかね。 

（川口委員挙手） 

〇木村会長 川口委員、どうぞ。 

〇川口委員 今のご指摘と同じようなことなのですけれども、やはり相談する側としてはあ

っちこっちに、たらい回しと言ったら言葉が悪いのですが、「ここではないです」とか「あっ

ちへ行ってください」とか「こっちの方に行ってください」と行った先で何度も同じ話をす

るというのが、とてもきついと思うのですね。暴力を受けた人たちというのは、やはり傷

ついていますから、１ヶ所に行ったら、的確に支援をしてくださるところに繋がるという体

制づくりが本当に大事なのではないかなと思います。「ここで同じ話、ここで同じ話、もい

いわ」とならないようにするのが大事なのではないかなと思いました。 

〇木村会長 そういったこともなかなか難しいのですけれど、図の扱いも含めて、その辺ど

うでしょう。 

（山田委員挙手） 

〇木村会長 山田委員、どうぞ。 

〇山田委員 最後のイメージ図なのですけれど、支援者を支える取組は、藤沢市と民間団

体が行いますと。何を行うかというと、女性の意思を尊重しながら最適な支援を提供す

るということだと思うのですよ。そしたら、支援を提供というところは、支援者を支える取

組の上に持ってきた方がいいのかなと思うのですね。この支援会議というのは何をやる

のかがよくわからないのですけれど、支援会議が中心になって取組を行うということで

すか。図の意味を説明していただきたいです。 

〇木村会長 この図の主語が会議なのであれば、例えば、それを別立てにして、それを意

図した作図というのは、ありうると思うのですけれども、このイメージ図を出すことの意

味も含めて、現状お考えになっていることとかあれば、教えていただけますか。 

〇事務局（猪野） まず今ご指摘いただいた点は非常に重要なところかと思います。例えば、

女性の意思を尊重しながら最適な支援を提供するというのは、市であっても民間団体

であっても同じ方向性を向いているのではないかと思います。一方で、支援者を支える

取組というのは、どちらかというと市の方向から民間団体の方々へ向けなければいけな

い部分であるため、方向性が違うものが並列してしまっていると感じました。藤沢市女

性支援会議というのはツールの１つであって、全体のものを指しているわけではないの

で、それが主語と捉えられてしまうということになれば、意味も違ってきますので、図の

取り扱いについては、もう少しわかりやすく入れるのか、そもそも図を入れないのかとい

うことも含めて、検討させていただければと思います。 

（村上委員挙手） 
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〇木村会長 村上委員、お願いします。 

〇村上委員 最初に、これだけ繋がりづらいというところがありながら、職員向けの研修、

女性相談員向け、全職員対象ももちろんやってほしいです。私たちが「なんでも相談」を

やっていて、本当にたらい回しになって、市の方から紹介されましたというふうにして最

終的に行き着いてきている。何ヶ所も相談しましたという方がたくさんいますので、そん

な状況の中、たどり着けている人は本当に少ないような状況で会議だけの設置という新

たなものが出るのではなく、新たな相談の仕組みを検討していきますというところについ

てはやはり書いてほしいです。「検討したいとか」、「ＳＮＳを活用して、声のない人たちを

拾い上げられるような仕組みづくりをしていきたい」とか、そういったことも書いていかな

いと、これだけ熱く今までこういう現状で、これだけの課題があると言って、施策がこれ

なのですかというところで、終わってしまうのかなと思います。相談のところに繋がりやす

いような仕組みづくりに取り組んでいきたいんだというところをしっかり書いていただき

たい。それが具体的に何なのかというのも本当は必要だと思うのですけれども、それは

入れてもらいたいと思います。 

（相原委員挙手） 

〇木村会長 相原委員、どうぞ。 

〇相原委員 今、気がついたのですけれども、うちの母を介護するときに、どのルートで支

援してくれるとこまで行くのかというのが全然分からなかったのです。いろいろな表をも

らうのですけれど、全然意味がわからない。要は作っている人たちはよくわかっているか

ら簡単に作ってくれるのですけど、私たちは全然わからないでやっているので、そこにギ

ャップがあるのかなと思いました。 

〇井上副会長 すごく大切なところに来たと思うので、計画にまとめるということだけでは

なくて、もう少し幅広に検討していただければと思うのですけれど、私は今回思い切って

書いてあるなと大変評価をしています。それはどこかというと 22 ページの市の相談支

援体制というところの文章の後段３段落目ですね。「そうしたことを踏まえ、当事者の属

性や課題に関わらず、当事者から最初にアプローチがあった部署において、幅広く相談

を受け止めた上で、適切な部署や関係機関につなぎ、必要に応じて協働で支援にあた

る体制の構築や組織風土の醸成を図ります。」これはどこに行ってもワンストップですと

いうことを言っているわけですよ。これは結構頑張って書いたなというふうに思います。

これを目指すのだからいいのです。これ目指すというその方向性がきちんと示されたと

いうのは、素晴らしいと思うのですよ。それを受けて具体的な取組がどうだというところ

が、やや具体性に欠けているので、今のような質問が出るのだと思うのですね。この方

向性はとてもいいことなので、今回のこのプランの中で具体的な１、２、３と分けて書くと
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ころで書けるかどうかは別として、これはとても重要なところなので、ここから後退しない

ように頑張ってください。次はこれを根拠にして相談体制の充実化を図っていくというこ

とをされるといいと思うのです。これは頑張って書いてあるじゃないですか。やはり評価

するところはきちんと評価しましょう。ただ具体的ではないので、今のような質問が出る

のだと思いますよ。 

〇木村会長 全体的なフォローも含めてしていただいて、ありがとうございます。体制整備

の部分ですね。３パラグラフ目は絶対書き直さないでいただきたいと思うのですけれど

も、事務局コメントございますか。 

〇事務局（猪野） まず、今お話しいただいた点というのは計画を作る段階で、完成された

ものを出してくというのは、なかなか難しくて、常に新しく改善していくということが必要

なので、そういったところはもう少し明記をしないといけないところはあります。特に会議

体を設置するということで、会議体の中でどういった支援策が望ましいのかとか、そうい

ったものをしっかり話し合って、次にステップアップしていくということが非常に重要かと

思っています。この計画の策定当初は庁内の会議と対外的な会議は別に設けるという

スタートでいたのですけれども、本間委員から、庁内と連携して一体的にやっていったら

いいのではないかというご意見いただいて、ここを１つにまとめたという経過があります。

庁内と外の方と一緒になって話し合っていくということが重要だと思いますので、計画を

作って終わりではなく、今後この計画をもとにステップアップをしていけるように取り組

んでいきたいと思います。 

〇木村会長 来年度以降も、こういった新しい計画ができますので、定期的にそういったも

のをやったときに、どんな効果があったのかを差し支えない範囲で結構ですので、協議

会の方でも、ご報告いただけると大変有意義だと思っております。 

（本間委員挙手） 

〇木村会長 本間委員、どうぞ。 

〇本間委員 全体なのですけれども、読んでいてモヤモヤしてしまったので、全ての女性と

いうカテゴリーがあって、困難女性というカテゴリーがあって、ＤＶ被害者というカテゴリ

ーがあって、性的被害者といろいろ出てくるので、整理整頓されていると、もっとすっと

入ってくると思いました。 

〇木村会長 次期プランにも関わってくるかなというコメントをいただきました。 

 

【（２） 令和７年度人権施策方針について】 

〇木村会長 それでは、資料２－１ということで、当日に配布されたものですので、メールの

フィードバック等もお許しいただけると、ありがたいのですけれども、Ｄ＆Ｉ推進会議とい
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うことで令和７年度の人権施策推進方針案というものが提示されております。これに関

してご説明いただけますでしょうか。 

〇事務局（猪野） それでは資料２－１、２－２をご覧ください。本市では全ての市民が互い

に人権を尊重し合い、ともに生きる社会の実現を目指しあらゆる政策を人権尊重の視

点に立って推進するということで２００７年に藤沢市人権政策推進指針を定めております。

近年は人権課題の複雑化、多様化が進んでおり、１つ１つの課題に適切に対応するだけ

ではなく、時代の変化に対応して重点的な取組を推進する必要性があるという認識から

２０２３年の改訂では、年度ごとの人権政策推進方針を定めるということを当指針に明記

いたしました。この度、当指針を踏まえまして資料２－１にある令和７年度人権指針推進

方針（案）というものを作成しましたので、ご意見を伺いたいと考えております。本市では

段階的にＤ&Ｉの周知啓発というものを庁内に進めておりましたが、公平・公正を意味す

るエクイティの考えの重要性を踏まえ、「多様な視点、価値観に基づく社会づくりに向け、

全庁でＤＥＩを支える風土醸成を図ります」というものを方針案といたしました。この方針

案につきましては市長、副市長、部長等を委員としたＤ＆Ｉ推進会議に示しまして、庁内

周知を図る予定でおります。今後、これを根拠といたしまして、ＤＥＩの周知啓発を着実に

進めていきたいと考えております。行政ではまだＤＥＩというものが浸透していないという

ところがありますので、資料２－２としてＤＥＩの説明資料を作成しました。庁内へまずＤＥ

Ｉの意味を理解してもらうことから始めていきたいと思っております。 

〇木村会長 私から質問よろしいでしょうか。こちらの案は庁内周知ということで、この資

料２－２のプレゼン資料は何か研修等と紐づいているのか、あるいは庁内に資料として

流すのかといったような、そのあたりの活用方法を教えていただけますか。 

〇事務局（猪野） Ｄ＆Ｉ推進会議で人権方針を示す際に、人権方針と合わせて資料を説明

いたしまして、まず市のトップ層にＤＥＩの意味を理解してもらいます。その上で庁内のポ

ータルにも掲出いたしまして、こういったものが取組として進んでいくということを理解し

てもらおうと考えております。 

〇木村会長 何かご意見はございますか。 

（井上副会長挙手） 

〇木村会長 井上副会長お願いします。 

〇井上副会長 頑張れという感じなのですけれども、市の中、その他も含めてなかなか周

知が難しいと思うのですけれど、方向性としては賛成いたしますので、具体的な形で進

めてもらいたいなと思っています。その上でこの最初の文章に、「人権課題は、複雑化す

るとともに多様化しており」とあり、どこかにも複合的なという話が出てきたかと思うので

す。それはこれまでも意識されてきたけれど、更にということなのですけど、複合化とは、
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２つの差別が重なっているということなのですが、複合化と聞くと差別が２つ重なってい

るから、より差別されているのがわかりやすくなるのだろうというふうに捉えがちなので

すけれど、全く逆なのです。複合化することによって差別が見えなくなるというところが、

最近はインターセクショナリティ（交差性）という言い方をすることが多いのですけれども、

それが複合化してくることの効果なのです。そのあたりがインクルーシブやエクイティあ

るいはダイバーシティみたいな概念の中で、うまく落とし込めるといいなと思うのです。

人権侵害に遭っている人が自分の人権侵害に気がつくというところから始まると思うの

です。その辺りの１つ１つの概念を説明するときの方向性・ベクトルみたいなものが気に

なりました。なので、具体的な資料のということではないですけれども、そのあたりを意

識されて、庁内的な啓発もさまざまなところの人権施策が進められるといいと思います。

交差性という見えなくなってしまうところがポイントだと思います。複合差別は実感され

ている人いると思います。 

〇事務局（猪野） 人権指針に関してはもう１つの会議体でありますふじさわ人権協議会で

話をさせていただいておりますけれども、この人権指針の方でも将来的な方向性として

は民間企業で行われている人権デューデリジェンスなどの考え方を取り入れていきたい

ということは触れております。ただ実際、日本航空の方を講師に講演をしていただいて

いるのですが、すぐに導入というのがなかなか難しいところもありますので、少しずつ検

証しながら、行政として導入できるところを検討していきたいと考えております。 

（山田委員挙手） 

〇木村会長 山田委員、お願いします。 

〇山田委員 一般的に方針というのがあると目標があって、施策があって、アクション、チ

ェックというサイクルがあるのですけれど、これを見るとＤ＆Ｉ推進会議というのができる

ようですけど、具体的なそういうものというのは作成されるのでしょうか。 

〇事務局（猪野） 具体的な施策の方向性としては、ふじさわ人権文化をはぐくむまちづく

り指針に、１つ１つ具体的な記載がありまして、それに沿って施策は進めていくことになっ

ているのですけれども、ＤＥＩというのがまだ浸透しておりませんので、まずＤＥＩの視点で

啓発事業を進めていくというスタンスを示すという形で発出したいと考えております。Ｐ

ＤＣＡまではいかないのですけれども、具体的な取組に関してはふじさわ人権協議会の

方でチェックしていただきながら、具体的な取組をしておりますので、ＰＤＣＡに近い形

で事業は進めさせていただいております。 

 

【（３） 審議会等の女性登用比率アップに向けての対応方針について】 

〇木村会長 その他よろしければ、議題３「審議会等の女性登用比率アップに向けての対
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応方針について」、事務局からご説明いただけますか。 

〇事務局（猪野） 資料３をご覧ください。審議会等の女性登用比率アップに向けての対応

方針案につきましては、多様な視点・価値観に基づく社会づくりに向けて、あらゆる分野

の政策・方針決定過程において女性の登用拡大を図るために、毎年度、庁内に示してい

るものとなっております。今年度は昨年度に続きまして、全ての審議会において、機会の

平等が確保されるよう、女性登用比率アップに向けた取組を進めるものとしております。

主な取組につきましては記載をさせていただいたとおりとなっておりまして、委員の推薦

依頼や公募委員の募集等の委員選任に係る事務を開始する前に、ここに記載された具

体的な取組の有無などについて審議会等の女性登用比率アップに向けた取組状況報

告という形で本課の方に電子申請で回答してもらうようにして、意識啓発を図っている

ところとなっております。内容としては以上となります。 

〇木村会長 何か前年度と変わられたところはございますか。 

〇事務局（猪野） 前年度と基本的なところは一緒になっておりますが、「審議会によって女

性登用比率の偏りがないように４０～６０%をめざして取組を進めてください」という表

現が昨年度はなかったのですけれども、今年度はその偏りを是正するという意味で明記

をさせていただいております。 

〇木村会長 数字も入れたということですね。 

（井上副会長挙手） 

〇木村会長 井上副会長、どうぞ。 

〇井上副会長 これは毎年頑張ってやっているところなので、今回、数字が入ったってこと

は大変喜ばしいかなと思います。その上で具体的な方策としては２の方だと思うのです

けれども、職務指定緩和を含めて頑張っている感は満載なのですけど、なかなか進まな

いということなのですね。その上でもう１つ加えるとしたら、審議会の種類によってもさま

ざまなので一律にはできないのですけれど、例えば開催日時の工夫とか、謝金等の待遇

の検討ということをしてもらいたいと思うのですね。というのは、自分で仕事をされてい

る方はいいですけれど、企業等に勤めている人は昼間の時間はなかなか難しいですよ。

もちろん休日や夜に行うということは、市職員の皆さんの働き方改革に全く逆行する話

なので、平日の昼間に開催するということは、やはり審議会の委員になることのある種の

障害になっていると思います。委員会の性質によっては休日開催ないしは夜開催という

ことを考えると、もしかしたら思いがけず、委員の裾野が広がる可能性があるかなと思

います。先ほどから申し上げているように、審議会の種類によって全然違うので一律で

はないけど、もしかしたら、１つの柱になるのではないかなと思います。それと待遇につい

ても、これも委員会の種類によって違うので一律には言えないのですけれども、さまざま
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なところで運営協議会みたいな形でやっているところは無給のところも結構多いのです。

そういうところに委員を推薦するときに、とても困るのです。委員会によっては、交通費

のような必要経費も出ていないところもあるのです。そういうことがないような形にして

いくというのも、裾野を広げていく一環になると思いますので、それですぐ何かが変わる

とは思わないけれども、検討をしていただけたらと思います。 

〇木村会長 ありがとうございます。検討していただけたらと思います。いかがでしょうか。

何か補足があれば、お願いします。 

〇事務局（猪野） 開催日時につきましては委員会によって、やはり若干違いがありまして、

私ども課で所管している実行委員会によっては、夕方遅くとか夜に開催しているという

ところもございます。この辺りは各課でやっているのですけれども、こういったところに明

記をして改めて認識してもらうということは重要だと思いますので、検討させていただけ

ればと思います。謝金等についてはここに記載するのはなかなか難しいと思うのですが、

そういった点は、所管部署とも話をしまして、調整していきたいと思います。 

〇木村会長 開催時間等に関しては、もしご要望があれば柔軟に対応しますぐらいのコミ

ュニケーションがそれぞれの部署と、人権男女共同平和国際課さんの方でできるだけで

も、全然違うのではないかなと思います。 

 

【その他】 

〇木村会長 議題３までは終わりましたので、その他の２件のご報告について事務局から

お願いします。 

〇事務局（宇田川） １点目は、「包括的性教育に関する意見照会への回答集約について」

ご報告いたします。第２回の協議会と、その後にご提出いただいた方々のご意見を資料

４にまとめましたので、今後、庁内関係各課とともに考え方を整理するための参考とさせ

ていただきます。２点目は、「ＬＧＢＴＱ向けの人事福利厚生制度の拡充が進んでいます」

というパンフレットの作成についてご報告いたします。藤沢市は、今年度から同性パート

ナーの方も配偶者と同等の手当や休暇が受けられるという制度改正を行いました。藤

沢市の制度周知に合わせて、本協議会の田村委員にご協力いただき、株式会社ローソ

ン様の取組も掲載させていただきました。今後こちらのパンフレットは市内企業を中心に

配布をして周知を図っていきたいと考えております。 

〇木村会長 最後はお時間の関係であまり長くディスカッションをしませんでしたので、議

題について何かありましたらメールなどでお寄せいただければ、ありがたいです。こちら

の女性支援計画の方が非常に重要な内容でしたので、大きく時間を割いてお話ができ

るようにということで運営させていただきましたことをご了承ください。これで全ての議
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題が終わりましたので事務局にお返しいたします。 

〇事務局（作井） 木村会長、議事進行ありがとうございました。それでは公開の協議会の

協議につきましては終了いたしましたので、傍聴人の方はご退席をお願いいたします。 

（傍聴人退室） 

〇事務局（作井） それでは最後に事務局から事務連絡をさせていただきます。令和６年度

の協議会は今回が最終回となります。１年間どうも大変お世話になりました。委員の皆様

におかれましては来年度も引き続き、協議会に参画をしていただくこととなります。来年

度の会議日程につきましては改めてご連絡いたしますので、また来年度もよろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。 

 

以 上 


